
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

大阪市 健康局 

案件名称 
 

確認印 

 

もと南方診療所外４施設石綿含有調査（事前調査）業務委託 



 

 

１ 業務委託名 

もと南方診療所外４施設石綿含有調査（事前調査）業務委託 

 

２ 業務目的 

本業務は調査対象建物において、建材に石綿が含まれるかについて把握すること、並びに調査

結果を踏まえ石綿飛散性レベル毎に石綿含有建材の種類と使用場所を特定した報告書及び石綿の

使用状況により解体に関わる資料と所見を作成することを目的とする一連の業務のうち、建材の

うち検体分析を要しない建材についての報告書、資料及び所見の作成並びに検体分析を要する建

材についての検体数の特定を行うものである。 

 

３ 契約期限 

令和５年８月31日 

 

４ 調査対象建物（調査実施場所） 

もと診療所５か所     

 

 

５ 業務内容 

（１）調査内容：アスベスト診断 

調査対象建物に対して、書面調査及び現場調査等により石綿障害予防規則第３条の規定

による石綿等の使用の有無の事前調査に準じたアスベスト診断を行うものとする。対象と

する石綿含有建材は飛散性レベル１、２、３及びレベル外に対して、建築物石綿含有建材

調査者講習登録規程に基づく、特定建築物石綿含有建材調査者に係る講習又は一般建築物

石綿含有建材調査者に係る講習の修了者、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登

録されている者、一般社団法人JATI協会認定のアスベスト診断士又は労働安全衛生法に基

づく、石綿作業主任者（以下、資格者という。）が行う。 

書面調査、現場調査等で石綿含有の有無が断定できないものは、別途以下に示す定性分

析を行うため、定性分析に必要な検体の採取が必要な建材箇所について報告書を作成し提

出すること（本契約業務では分析に必要な検体の特定のみで採取及び分析は行わない）。 

なお、分析予定建材及び試料採取箇所の特定は、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露

防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に基づいて実施し、本業務で得られた

結果を分析予定数量とする。 

 

    ・必要があれば将来行う定性分析内容 

 石綿含有分析は、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アクチノライト、ア

財産名称 所在地
建築

年度
構造 階建

延べ床面積(㎡)

1階＋2階

廃止

年度

平面

図

仕上

げ表

改修

工事
図面

A もと南方診療所 大阪市東淀川区東中島2-15-14 S56 鉄骨造 地上２階建 249+128=377 H18 有 有 有 別添１

B
もと沢之町休日急病診療所

（住吉地区休日急病診療所）
大阪市住吉区千躰２-2-6 S51 軽量鉄骨造 地上２階建 142+89=231 R1 有 有 不明 別添２

C もと生江診療所 大阪市旭区生江３-16-6 S50 鉄筋コンクリート造 地上２階建 198+177=375 R3 有 有 有 別添３

D もと両国診療所 大阪市旭区清水5-6-28 S55 鉄骨造 地上２階建 175+131=306 H14 有 有 不明 別添４

E
もと北津守診療所

（西成第３診療所）
大阪市西成区北津守3-3-9 S52 鉄筋コンクリート造 地上２階建 254+84=338 H14 有 有 不明 別添５

i5324289
テキスト ボックス
【別図】



 

 

ンソフィライト及びトレモライトの６種類について、「石綿則に基づく事前調査のアス

ベスト分析マニュアル【第２版】」（令和４年３月厚生労働省）に従い、以下の方法に

よる。 

（分析方法） 

 「JIS A1481-1 第 1 部（市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法）」。 

 また、分析技術者は公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評

価事業」により認定されるカテゴリー１の評価区分１の合格認定分析技術者、一般社団

法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析

エキスパートコース）」の修了者、一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されてい

る「建材中のアスベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者」、一般社団法人日本

環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定 JEMCAインストラク

ター」又は一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係

るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の

有無及び程度を判定する分析技術」のうちアスベスト定性分析方法の分析マニュアルの

定性分析方法1（偏光顕微鏡法）の合格者（以下、石綿建材分析者という。）が実施する

ものとする。 

分析予定建材は、石綿飛散性レベル１及び２は必須とし、石綿飛散性レベル３は手ば

らしが困難なもの、使用量の多いものから選定し、本業務で得られた結果を分析予定数

量とする。  

（２）報告書（成果物）の作成及び提出 

報告書（成果物）は「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止

対策徹底マニュアル」に基づき以下の内訳のとおりとし、紙ベースを2部、電子データ

（PDF 形式）を1部提出すること。なお、電子データはCD-R等で提出するものとし，デ

ィスクに業務名，データ内容，作成日時， 受注者名を明示し，ウイルス駆除ソフトで検

証したうえで提出すること。 

 ・アスベスト有無に関する事前調査報告書 

 ・アスベスト有無事前調査詳細表 

 ・調査図面（石綿含有建材の所在を記入したもの） 

 ・調査写真（建材採取必要箇所写真を含む） 

 ・参考資料 

（３）設計資料 

調査対象建物の設計図面は別途資料のとおりであり、「調査図面（石綿含有建材の所在

を記入したもの）」を作成する際は、必要に応じ、受注者が作図を行い準備すること。 

なお、当方にて所有する別途資料以外の図面については、契約締結後、希望により提供

することができる。ただし、文字がつぶれて解読しづらい部分あり。 

（４）駐車場 

  本業務遂行にあたり、調査実施場所での駐車スペースは利用可能である。ただし、駐車

台数の制限及び開錠などが必要であるため、事前に担当まで連絡をすること。 

 

６ 特記事項 

（１） 作業員は、石綿に関する特殊健康診断を受診して所見がないこと。 

（２） 着手にあたっては、事前に担当と打ち合わせを行うこと。 

（３） 採取作業日については、原則として発注者の勤務時間内（午前9時から午後5時30

分）に行うこと。 

（４） アスベスト有無事前調査結果は、判明次第速報すること。 

（５） 本委託の履行にあたっては、関係する諸法令を遵守すること。 



 

 

（６） 現地での試料採取箇所の特定にあたっては、「建築物等の解体等の作業での労働者

の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュ

アル〔2.20〕」に基づいて実施し、作業中は作業場所の整理整頓に努めること。また、

業務完了後は速やかに機材等を搬出し、作業場所の清掃を行うこと。 

（７） 採取箇所の特定にかかる建物等への損傷は必要最小限とする。また、必要最小限と

担当が認める損傷については、原則現状復旧等は不要とする。 

（８） 受注者は、作業実施にあたり事故のないよう安全作業に努めること。 

（９） 作業中に発生した事故については、その原因が発注者の責めに帰すべき場合を除

き、受注者がその責任を負う。 

（10） 採取箇所の特定等で発生した建材等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」（昭和45年法律第137号）に基づき、受注者の責任において適切に処分するこ

と。 

（11） 受注者は、調査内容や報告書等関連資料を当該業務に携わるもの以外に漏らしては

ならない。なお、契約期間満了及び契約解除後も同様とする。 

（12） 障がいのある人への合理的配慮の提供 

受注者は、本市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）に基づき大阪市が定めた「大阪市

における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担

が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境

への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、

個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めな

ければならない。 

（13） 再委託について 

① 業務委託契約書第16 条第１項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるも

のをいい、受注者はこれを再委託することはできない。 

ア 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判

断等。 

イ ５ 業務内容 （２）報告書（成果物）の作成及び提出 

② 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務

の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

③ 受注者は、①及び②に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者

の承諾を得なければならない。 

なお、元請の契約金額が1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについ

ては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

④ 地方自治法施行令第167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的

が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務において

は、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料

の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業

務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コン

ペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。 

⑤ 受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場

合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等

の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期

間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて

いる者であってはならない。元請の契約金額が500万円を超え契約の一部を再委託し



 

 

ているものについては、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、再委託等の相

手方が暴力団又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を発注者に提出しな

ければならない。 

（14） 応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法

により、よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。 

なお、契約締結後に本仕様書に定めの無い事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた

場合は、その都度発注者と受注者で協議の上決定する。 

 

７ 担当 

  大阪市健康局健康施策課保健医療グループ 

 電話：06-6208-9940 

 

【別図】 

 



 

 

特 記 仕 様 書 

 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務（以下「当該業務」という。）

の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18年大阪市

条例第 16号）（以下「条例」という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたと

きは、速やかに、公益通報の内容を発注者（健康局総務部総務課）へ報告しなければな

らない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第 12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を

発注者（健康局総務部総務課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき

又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年５月 19日）③ 



業務委託提出書類について

○次の提出書類を定められた時期に必要な部数を担当者に提出すること。

名称 様式 時期 部数 備考 チェック

業務計画書 （様式１-１） 契約後速やかに 1部

業務工程表 （様式１-２） 契約後速やかに 1部

業務実施体制 （様式１-３） 契約後速やかに 1部

業務責任者通知書 （様式２－１） 契約後速やかに 1部

業務責任者変更通知書 （様式２－２） 変更後速やかに 1部

業務着手届 （様式３） 着手後速やかに １部

業務完了届 （様式４） 業務完了後 1部

請求書 （様式５） 業務完了後 １部

※１　業務計画の内容を変更する場合は、その都度業務計画書を提出すること。

業務計画書、業務工程表、業
務実施体制、実施体制にある
全有資格者の免許の写しを袋
とじのうえ、割印をして提出

　※１



（様式　１-１）

令和 年 日
（あて先）

様

　住　　所
受託者 　社　　名

代表者名又は氏名

　次の委託業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。

委託業務名称

業務計画書

・ 業務工程表　（様式１－２）

・ 業務実施体制（様式１－３）

　提出すること。

補助する職員

※ 業務計画の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に業務計画書を

記

大阪市健康局長

業務計画書の提出について

月

監督職員
係長



（様式　１-２）

１．委託期間

２．業務工程表

業　務　工　程　表

年 令和　　年

打合せ

令和　 　年　 　月　 　日 　～  令和　 　年　 　月　 　日

準備工

備考

報告書作成

成果品提出

項目
月



（様式　１－３）

資　　格

業　務　実　施　体　制

業 務 実 施 体 制 表

氏　　　　名 担当業務

（注）担当業務欄で業務を兼務する場合は、その旨を備考欄に記入し、
　　　該当しない業務は抹消すること。

備　　考

業務責任者

現場代理人

担当技術者

常駐・非常駐
の別



令和 年 月 日

大阪市健康局長 様

　住　　所

受託者 　社　　名

代表者名又は氏名

年 年

（様式　２－１）

業務責任者通知書

委託業務名称

監督職員
補助する職員

係長

（登録番号）

氏 名
フ リ ガ ナ

記

調 査 場 所

当社勤務年数 実務経験年数

業　務　名　称
元請・下請
の　　　別 備　考

最
近
5
年
間
の
主
な
業
務
歴

年　度 発　注　者

資 格 内 容



令和 年 月 日

大阪市健康局長 様

　住　　所

受託者 　社　　名

代表者名又は氏名

年 年

年　度 業　務　名　称発　注　者
最
近
5
年
間
の
主
な
業
務
歴

監督職員
補助する職員

係長

（ 元 ） 氏 名

（ 新 ） 氏 名
フ リ ガナ

資 格 内 容

元請・下請
の　　　別 備　考

（登録番号）

当社勤務年数 実務経験年数

（様式　２－２）

業務責任者変更通知書

委託業務名称

調 査 場 所

記



（様式　３）

大阪市健康局長 様

　住　　所
受託者 　社　　名

代表者名又は氏名

委託業務名称　

着　手 令和 年 月 日

契　約 令和 年 月 日

期　限 令和 年 月 日

業 務 着 手 届

記

下記のとおりお届けします。

令和　　年　　月　　日

監督職員
補助する職員

係長



（様式　４）

大阪市健康局長 様

　住　　所
受託者 　社　　名

代表者名又は氏名

委託業務名称　

完　了 令和 年 月 日

契　約 令和 年 月 日

期　限 令和 年 月 日

監督職員
補助する職員

係長

記

下記のとおりお届けします。

業 務 完 了 届

令和　　年　　月　　日



（様式　５）

　　請　　求　　書

大 阪 市 長　様

住　　所

氏　　名

　次のとおり請求します。

※　金額の前には必ず￥を付けてください。

　債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。

債 権 者 番 号

※　指定口座は、A、 B、 C、 D、 Mよりご指定ください。

　次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。

本市記入欄

歳　出 歳　入 歳計外 基　金

支 店 名 称

口 座 番 号

請 求 書 等
確認者認印

内　　　　　　　　　　容

支 出 命 令 番 号

　　令和　　　年　　　月　　　日

金　　額 円　也

局出納員・区会
計管理者確認

印

金融機関名称

指定口座

業務区分

印 影 等 照 合 先 （ 契 約 番 号 等 ） 執 行 主 管 コ ー ド

預  金  種  別

フ リ ガ ナ

口 座 名 義


































































